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※会社経営、個人事業主、保護者の三親等以内の親族が事業を営んでいる場合も自営業扱いです。　
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の
み

全
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自営業等
（※）
内職

外勤

　就労証明書

　就労に関する客観的資料

　スケジュール表（実績）　※日・週・月ごとに不規則な就労形態の場合

　マイナンバーカードの写し（両面）　※代表の保護者おひとり分

疾病 　医師の診断書

障害 　身体障害者手帳等の写し

介護

　介護状況申告書

　介護に関する添付書類等

保護者ごと

入園申込み送付書類チェックリスト

世田谷区民ですか（区外の方は、お住まいの市区町村を通してお申込みください）

保育所等入園（転園）申込書兼教育・保育給付認定申請書（2号・3号認定用）

必要項目を全て記載してありますか（全部で５面あり） ※保育のごあんないの記入例をご確認ください

【第２面】希望保育施設コード・施設名は正しいですか、保育可能年齢や年齢制限、開園時間は確認しましたか

全
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出産 　母子健康手帳の写し

【第２面】兄弟姉妹２人以上で申し込む場合の入園の条件は正しいですか　※必要に応じ別紙添付

【第５面】該当箇所全てチェックし、署名してありますか

必要書類について、不足書類がないかご確認ください（書類不足は選考対象外になります）

保育を必要とする状況を証明するための書類

　就労証明書

要件 必要書類　　※保護者それぞれの書類が必要

　医師の診断書　※必要に応じて提出

　身体障害者手帳等の写し　※必要に応じて提出

　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

個人番号確認書類

　　　記載されているもの、公共料金領収証（電気・ガス・水道・電話）など

　　②以下のいずれかの場合には２点以上

　　　公的医療保険の被保険者証（健康保険証<社会保険含む>、介護保険証、後期高齢者医療証等）、年金手帳

　　　児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、その他官公署発行で「氏名」+「生年月日または住所」が

または

区立保育園等延長保育申込書　※区立保育園の延長保育を希望する方はあわせてお申込みください

　　①以下のいずれかの場合は１点

　　　運転免許証、日本国発行のパスポート、外国籍の方の在留カードまたは特別永住者証明書

◎郵送でお申し込みされる場合には、必ずこちらにもチェックをして、送付漏れのないようにご注意ください。

　住民税課税状況に関する資料

　通知カードの写し（両面）及び本人確認書類　※代表の保護者おひとり分
　※通知カードの場合は、本人確認に必要な書類の写しも添付

就学

　就学状況申告書

　在学証明書

　時間割、年間カリキュラム等

求職 　就労確約書

その他必要に応じて提出する書類

　受託証明書　（現在、お子さんを認可でない保育施設等に預けている場合）（複数可）

　　※昨年１月１日現在（9月～12月の申込については本年1月1日現在）世田谷区に住民登録がなかった方は必須


